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山陽小野田市において支払え詐欺が発生
～サイト利用料金を名目に約２４０万円の被害～

山陽小野田市において支払え詐欺（架空請求詐欺）が発生しました。携帯電話のメール
機能を悪用した架空請求詐欺が多発しています。
事案概要と注意事項等を記載しますので、被害に遭わないよう注意してください。

１ 発生日時
平成２２年７月１５日～７月２９日までの間

２ 被害者
宇部市居住の２４歳男性

３ 事件概要
被害者の携帯電話に

出会い系サイトの未払い料金がある
との電話があり、相手の指定した口座に現金を振り込んだが、その後、次々と現金を
振り込むように指示され、合計約２４０万円を騙し取られたもの。

４ 注意事項
現金振込を要求するメールは架空請求詐欺等を疑う。①
メールでの請求、身に覚えのない請求は無視する。②
不審なメール、電話があった場合は、必ず警察に相談する。③

※ 山口県警察のホームページでは、振り込め詐欺の発生状況や実際に届いた

架空請求詐欺のメールを公開していますので参考として下さい。

みんなでつくろう 安心やまぐち

～ 子ども、女性、高齢者を守ろう ～




